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『みなとオアシスこざ』本登録について
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　国土交通省近畿地方整備局では、みなとの施設やスペースを
活用した住民参加型の継続的な地域振興の取り組みが行われる
地域交流拠点を「みなとオアシス」として登録し、活動支援やＰＲ
などを行っているところです。
このたび、古座港の施設やスペースを活用する「みなとオアシス
こざ」を平成２８年７月２４日に本登録する運びとなりました。（近
畿管内では８番目の「みなとオアシス」です。）
つきましては、下記のとおり登録証を交付いたします。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

日　時　　平成28年7月24日　午後5時30分より
場　所　　古座川河口　古座漁港広場
　　　　　　「熊野水軍古座河内祭の夕べ」内で交付
　
出席者　　田嶋　勝正　和歌山県串本町長
　　　　　　 国土交通省近畿地方整備局副局長　田所　篤博
　　　　　　ほか
　

神戸海運記者クラブ・和歌山県政記者クラブ・和歌山県政放送記者
クラブ・和歌山県地方新聞記者クラブ・港湾専門紙

Kinki Regional Development Bureau 

Ministry of Land,Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省 近畿地方整備局



平成２８年７月２１日
串本町役場
近畿地方整備局

『みなとオアシスこざ』 本登録について

国土交通省近畿地方整備局では、みなとの施設やスペースを活用した住民参加型の継続
的な地域振興の取り組みが行われる地域交流拠点を「みなとオアシス」として登録し、活動支
援やＰＲなどを行っているところです。

現在、北海道から沖縄まで全国で８９箇所（近畿で７箇所）が認定・登録されています。
７月２４日、港の施設やスペースを活用する「みなとオアシスこざ」の本登録を行います。
和歌山県下で２箇所目（全国９０箇所目・近畿８箇所目）の「みなとオアシス」となります。

海を舞台に歴史を彩った熊野水軍の拠点の一つ（古座水軍）として古い歴史をもつ古座港。海を舞台に歴史を彩った熊野水軍の拠点の一つ（古座水軍）として古い歴史をもつ古座港。
「みなとオアシス「みなとオアシスこざこざ」は」はJRJR古座駅の古座観光協会を基本施設に、「司馬遼太郎も愛した古座街道」古座駅の古座観光協会を基本施設に、「司馬遼太郎も愛した古座街道」
「南紀熊野ジオパークのダイナミックな自然の造形」「水辺で楽しむカヌーや魚釣り」など、豊かな歴史・「南紀熊野ジオパークのダイナミックな自然の造形」「水辺で楽しむカヌーや魚釣り」など、豊かな歴史・

自然を背景に育まれた地域の飾らない魅力を発信し、交流の促進を図っていきます自然を背景に育まれた地域の飾らない魅力を発信し、交流の促進を図っていきます。。

みなとオアシス「こざ」

情報発信基地情報発信基地：
古座観光協会



「みなとオアシス」の概要
○「みなとオアシス」とは、地域住民の交流や観光の振興を通じた地域の活性化に資する「みなと」を核としたまちづくりを
促進するため 住民参加による地域振興の取り組みが継続的に行われる施設として 港湾管理者等からの申請に基づ促進するため、住民参加による地域振興の取り組みが継続的に行われる施設として、港湾管理者等からの申請に基づ
き、国土交通省地方整備局長等が認定・登録したものをいう。

○今後、災害発生時における防災拠点や、外航クルーズ客に多様なサービスを提供する場としても、「みなとオアシス」の
活用を図る。（交通政策基本計画【平成27年2月13日閣議決定】、海洋基本計画【平成25年4月26日閣議決定】）

○地域住民や観光客が交流できる空間を有していること

○地域住民や観光客に対し地域情報や観光情報を発信する機能を有していること

○適切な管理運営が行われていること
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○イベントの実施等みなとの賑わいを作り出す活動が地域住民参加の下で継続的
に行われていること
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○みなとオアシスのシンボルマークの使用

○国土交通省・地方整備局等のホームページ等による広報

シンボルマーク 道路標識設置の事例
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○国土交通省 地方整備局等のホ ムペ ジ等による広報

○道路地図への掲載や道路標識の設置の支援

○その他みなとの振興に関する各種支援
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